
70歳雇用推進プランナー及び高年
齢者雇用アドバイザーが、企画立案提
出後も を行い
ます。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED)が経費の2分の1を負担します。
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・企業にとって必要な人材として位
置付け、本人のやる気を引き出す
賃金・評価制度の導入

・６５歳定年制度、７０歳以上の再
雇用制度の導入に伴う賃金・評価
制度の構築
・７０歳もしくは、年齢を定めないで
再雇用する会社基準による再雇用
制度の導入に伴う人事制度の構築

・再雇用者の役割、職務の見直し

・評価制度を取り入れた賃金制度
の構築

・職務に応じた賃金
・市場賃金に見合った賃金
・定年前の貢献度や職務遂行能力
を評価した賃金
・定年後の職務や役割変化に応じ

等金賃た

・定年延長を見据えた退職金制度
の構築、見直し

・再雇用期間に対する慰労金（第
二退職金）の創設

・職務分析に基づく職務再設計、
ワークシェアリングやローテーショ
ンの構築
・多能工化の提案

・高齢者の身体機能低下に伴う職
場環境の整備

・作業負荷軽減と生産性向上のた
めの職場改善

・技能伝承のためのスキルマップ、
マニュアルの作成

・高齢者と若年者のペア就労による
技能伝承システムの構築

・高齢者を含めた研修体系の構築

・技能伝承を促す資格手当・インセ
ンティブ手当の創設

・労働安全衛生法に準拠した健康
管理・安全管理体制の整備

・ストレスチェック制度、実施体制の
構築

・短日・短時間勤務等を活用した
柔軟な勤務制度の構築

・役割に応じた複線型の再雇用
制度の導入
・マイスター制度の提案

再雇用者のモチベーションが低下
していませんか？①

再雇用者のモチベーションが低下
していませんか？②

退職一時金・退職年金はどのよう
になっていますか？

勤務形態はフルタイムのままです
か？

職務内容は定年前と同じですか？
高齢者の経験や技能をどのように
活かしていますか？

高齢者の能力向上のための施策
はありますか？

従業員の高齢化に伴う健康対策は
行っていますか？

６５歳を超える高齢者雇用の実態
はどうなっていますか？

再雇用者の賃金はどのように設定
していますか？

職場の高齢化が進み、生産性が低
下していませんか？

高齢者雇用に関する会社の基本
姿勢はどの様なものですか？
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プランナー・アドバイザーが当サービスの目的のためにのみ使用し、他者
に漏洩することはありません。

　企画立案に要する経費の目安は、右表のとおりとし、独立行政法人高齢・
障害・求職者雇用支援機構（JEED）が

70歳雇用推進プ
ランナー及び高齢者雇用アドバイザーを選任・依頼して企画立案を行います。


